
イノベ重点分野実証実験実施に係る遵守事項

[bookmark: _GoBack]　イノベ重点分野実証実験に係る、実験実施企業の遵守事項は以下のとおりです。

≪共通事項≫
	１
	本件実験の詳細について、市と協議を行い、市の同意のもと実施すること。

	２
	航空法、電波法、道路交通法その他法令を遵守し適切に運用すること。

	３
	運用場所の事前確認、業務内容、担当者を明確にすること。

	４
	事前に協議した計画に変更がある場合は、本件実験開始前に市に申し出ること。

	５
	市から申入れがあった場合には、直ちに本件実験を中止すること。

	６
	市の職員が本件実験に立ち会わない場合は、実験の開始時及び終了時に甲に報告すること。

	７
	原則、実験時間は、日の出から日没までの間とすること。

	８
	原則、荒天時は実験を実施しないこと。ただし、荒天時におけるロボット等の運用を目的とした実験の場合は別途協議すること。

	９
	実験に伴い撮影を行う場合は、撮影内容について市と協議すること。

	１０
	大きな騒音等が発生する実験を行う場合は、近隣住民へ周知すること。



≪航空機に関する事項≫
	１
	対地高度は150m未満とすること。ただし、許可を受けている場合にはその限りではない。

	２
	原則、航空機の飛行エリアには人を立ち入らせないこととし、立ち入らせる場合には必要な安全対策を講じること。



≪船舶型・潜水型ロボット等に関する事項≫
	１
	ロボット等が操縦不能等実験を継続できない状態になった場合には、速やかに回収すること。

	２
	水質汚染を発生させるような機構があるロボット等の実験を行わないこと。

	３
	著しい水質汚濁を発生させるような実験を行わないこと。

	４
	ダム取水口付近では実験を行わないこと。



